
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
生
協
わ
た
り
病
院
附
属
ふ
れ
あ
い
ク
リ
ニ
ッ
ク

さ
く
ら
み
ず

令
和
七
年
五
月
一
日

福
島
市
笹
谷
字
塗
谷
地
二
〇
︱
一

宍
戸
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

福
島
市
瀬
上
町
字
幸
町
八
番
地

大
槻
ス
リ
︱
プ
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
一
日

福
島
市
早
稲
町
四
番
一
号
Ｓ
ｌ
ｅ
ｅ
ｐ
　
ｏ
ｎ
ｅ
ビ

ル
二
階

ス
リ
︱
プ
呼
吸
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
一
日

福
島
市
鎌
田
字
町
東
二
番
九

公
立
大
学
法
人
　
福
島
県
立
医
科
大
学
会
津
医
療
セ

ン
タ
︱
附
属
病
院

令
和
七
年
五
月
十
二
日

会
津
若
松
市
河
東
町
谷
沢
字
前
田
二
一
番
地
二

お
お
た
呼
吸
器
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
一
日

郡
山
市
富
田
東
三
丁
目
一
〇
五
番
地

矢
部
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

須
賀
川
市
大
町
二
八
〇

医
療
法
人
　
手
代
木
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

喜
多
方
市
字
経
壇
四
五
︱
一

七

四

二
十
八



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

医
療
法
人
社
団
翔
悠
会
　
小
濱
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
小
名
浜
岡
小
名
二
丁
目
四
番
一
〇
号

中
央
台
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
五
︱
一
︱
三

篠
山
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
七
日

相
馬
市
沖
ノ
内
二
︱
一
〇
︱
一
Ｋ
Ｍ
Ｓ
ビ
ル
一
Ｆ

東
和
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
一
日

二
本
松
市
太
田
字
沢
木
屋
一
五
六

金
子
歯
科

令
和
七
年
五
月
一
日

二
本
松
市
郭
内
一
丁
目
一
五

フ
ァ
ミ
リ
︱
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
七
年
五
月
七
日

伊
達
市
保
原
町
上
保
原
字
神
明
町
一
八
︱
三

医
療
法
人
社
団
七
曜
会
月
田
歯
科
医
院

令
和
七
年
五
月
一
日

石
川
郡
玉
川
村
大
字
中
字
道
上
六
︱
二

七

四

二
十
八



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辺
見
　
聡

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

か
ぼ
ち
ゃ
薬
局
飯
寺
店

令
和
七
年
五
月
一
日

会
津
若
松
市
飯
寺
南
一
丁
目
一
四
番
一
八
号

み
ず
き
薬
局

令
和
七
年
五
月
一
日

会
津
若
松
市
藤
原
一
丁
目
五
番
地
の
三
七

あ
ど
薬
局

令
和
七
年
五
月
六
日

会
津
若
松
市
駅
前
町
八
︱
二
二

コ
ス
モ
調
剤
薬
局
　
須
賀
川
大
町
店

令
和
七
年
五
月
一
日

須
賀
川
市
大
町
二
八
四

そ
う
ご
う
薬
局
　
相
馬
店

令
和
七
年
五
月
一
日

相
馬
市
大
曲
字
大
毛
内
七
七
︱
五

七

四

二
十
八


